
 

 

墨田区消防団運営委員会（第１回）次第 

 
 

令 和 ２ 年 １ ０ 月 ６ 日 （ 火 ） 

午前１０時００分～午前１１時３０分

墨 田 区 役 所 （ ７ 階 ）  庁 議 室 

 

開 会 

 

１ 委員長あいさつ 

 

２ 審 議 

（１）特別区消防団運営委員会の答申を踏まえた対応方針について  資料１ 

（２）特別区消防団運営委員会への諮問事項について        資料２ 

（３）今後の審議日程について                  資料３ 

 

３ その他 

 

閉 会 



基本的団員の負担軽減や活動しやすい環境を整備するた

め、全特別区消防団で機能別団員を導入する。 

 

任
務 

主に要請回数が多い応急

救護訓練指導、防火防災

訓練指導、広報活動及び

警戒活動に限定して指定

する。 

各消防団の出場状況、各団員の出場状況及び

資格等に応じて、負担軽減が図られるように

任務を指定する。 

※機能別団員は基本団員であることから指

定任務以外の活動を妨げるものではない。 

対
象
者 

・入団を希望する女性や

学生 

・家庭や仕事等の事情で

退団を希望する団員 

・消防団員としての経験

があり指導助言ができ

る団員（アドバイザー） 

・家庭や仕事等の事情で退団を希望する団

員 

・管内区域に在学する学生 

・定年前に退団を希望する団員 

・経験があり指導助言ができ、且つ希望する

団員 

※団長や分団長と面談等を実施し指定する。 

処
遇
服
装 

業務内容により活動回数

や時間など定量比較がで

きないため差異をつけな

いことが必要 

費用弁償、年額報酬、退職報償金等について

は、基本団員と同様とする。 

 

階
級 

原則、「団員」とする。た

だし、リーダー的存在と

なり、一定の知識、技術

を身に着けた団員は「班

長」までとする。 

・階級は基本を「団員」とする。ただし、リ

ーダー的存在になれる団員にあっては「班

長」とすることも可能とする。（班長の定数

に注意！） 

・基本団員として活動が可能となった場合

は、基本団員に準じる。 

配
置
先 

地域の実情や業務内容に

より、団本部付けまたは

分団本部付けにすること

が必要 

配置先は、各消防団の実情に応じて団本部又

は分団本部を指定する。 

 

祭
礼
等
警
戒
活
動 

広

報

活

動 

防
火
防
災
訓
練
指
導 

応
急
救
護
訓
練
指
導 

資料１ 

 

 

特別区消防団の組織力を強化するための方策はいかにあるべきか（審議期間：平成３１年１月から令和２年３月まで） 

１ 
近年、地震や台風等の大規模災害により、各地で甚大な被害が発生している。そのような中、地

域防災力の要である消防団員は減少し続けており、地域防災力の低下が懸念されている。 

そのため、総務省消防庁は特定の活動に従事する「機能別団員」の制度導入を各自治体に要請し

ており、２０１８年１月には「消防団員の確保方策等に対する検討会」の報告書により、大規模災

害時に消防団活動を行う大規模災害団員の導入についても提案がなされた。 

 答申内容 

大規模災害時の人員確保を図るため、全特別区消防団で大規

模災害団員を導入する。 

 

任
務 

大規模災害時における

避難誘導、災害情報の

収集、消火、救助活動の

支援等を行う。 

災害情報の収集、避難誘導、消火・救助活動支

援などの任務を指定 

対
象
者 

専門知識、技術を有す

る者 

・消防職団員 OB 

・医療経験従事者等の専門技術を有している

者 

処
遇
服
装 

・費用弁償、退職報償金

については基本団員

と同額 

・年額報酬にあっては

減額 

・服装は活動に制限が

あることから、制服

以外の必要な被服等 

・費用弁償、退職報奨金は基本団員と同様と

し、年額報酬にあっては限定された活動と

なるので、減額とする。 

・服装にあっては、活動が限定されることから

制服以外の必要な被服等とする。 

 

階
級 

・原則、「団員」とする。 

・リーダー的存在にな

る場合は、「班長」ま

でとすることができ

る。 

・階級は基本を「団員」とする。ただし、リー

ダー的存在になり、一定の知識、技術を身に

つけた団員は「班長」までとすることができ

る（班長の定数に注意！） 

配
置
先 

原則、団本部付けとす

る。 

原則として、各消防団管轄区域での活動が期

待されることから団本部付けとする。 

 

５ 機能別団員の更なる拡充について ６ 大規模災害団員の導入について 

対応方針 答申内容 対応方針 

４ 答申概要図 

消防団員 定数（１６,０００人） 

基本団員（すべての活動に従事する団員） 

消

火

活

動 

水

災

活

動 

機能別団員（特定の活動に従事する団員） 

応
急
救
護
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練
指
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機

能
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団
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機
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動 

大規模災害団員（大規模災害時の活動に従事） 

水

災

活

動 

震

災

活

動 

そ
の
他
災
害
活
動 

１ 機能別団員の更なる拡充 

  基本団員の負担軽減や活動しやすい環境を整備するため、より積極的に導入が必要である。 

２ 大規模災害団員の導入 

  大規模災害時の人員確保等を図るため、導入が必要である。 

３ 答申内容 

防
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１ 諮問事項 

２ 諮問事項 

特別区消防団運営委員会の答申を踏まえた対応方針 



 
特別区消防団運営委員会の

諮問事項について 
水災時において消防団員が効果的に活動する方策はいかにあるべきか 
（諮問期間 令和２年８月から令和３年７月末日まで） １ 諮問事項 
地域に密着した消防団は、平常時において消火活動をはじめ防火防災訓練指導など献身的な活動をしてお

り、水災時の活動においても期待されています。 
近年、気候変動等の影響により、超大型台風や局地的な豪雨による災害が発生しており、令和元年に発生し

た台風第１９号では、多くの消防団員が水災事象に対応し、避難誘導、土のうを活用した浸水防止活動及び排

水活動などに従事したところです。 
こうした中で、消防団の活動体制、避難所支援等の対応、装備資器材・分団本部の充実強化などの課題が抽

出されました。 
このことから、水災時において消防団員が効果的に活動するための具体的な方策について諮問するものであ

ります。 ２ 諮問の趣旨 
３ 課題事項  災害状況に応じた、参集及び任務班の編成時期 

○ 災害発生時期と参集時期のタイムラグがあり、任務班を編成しても待機が長い状況が続いたことから、参集
時期をどうすべきか 

○ 団員には勤め人もいることから平日や休日、また時間帯により参集することができる団員数に差が生じるこ
とから、限られた人員での任務班の編成順位及び編成人員数をどうすべきか 

② 水災活動時の教育訓練及び安全管理 
○ 水災活動時の活動技術及び知識の向上のため、どのような訓練及び教育を行うべきか 
○ 安全管理技術及び知識の向上をどのように行うべきか  河川越水等による浸水時の団員の避難時期 
○ どのような状況になった場合に消防団員が避難を開始すべきか  広範囲の浸水による長時間活動などに伴う応援体制等 
○ 相互応援体制（区内応援・方面内応援・近隣応援）をどう実施すべきか  予想を超える水災に対する装備資器材の増強、分団本部スペースの確保及び機能向上 
○ 地域特性に応じた活動能力強化のために、どのような装備資器材の増強が必要とされるか 
○ 長時間活動及び深夜等待機時の休憩スペースをどう確保するか 
○ 分団本部で河川水位等の情報をどのように収集するか ⑤  避難所支援の要請対応 
○ 災害対応のほか、区によっては住民等から避難所運営支援等の要請があったが、（墨田区では現段階まで消 
防団の活動について住民等からの要請は入っていません。）今後のためにどうあるべきか 

資料２ 



    
区 分 発 令 基 準 配備状況 

水防第一

非常配備

態勢 

１ 台風の進路が東日本に予想される場合、被害の発生が予想され、又は発生し

たとき。 

２ 東京湾内に大津波警報が発令されたとき。 

３ 気象状況その他の事象により、被害の発生が予想され、又は発生したとき。 

参集なし 

水防第二

非常配備

態勢 

１ 台風が関東地方に接近すると予想される場合又は高潮警報若しくは暴風警

報が発表された場合において、相当の被害の発生が予想され、又は発生したと

き。 

２ 気象状況その他の事象により、相当の被害の発生が予想され、又は発生した 

とき。 

１/３ 

参集 

水防第三

非常配備

態勢 

１ 台風が東京地方に接近した場合又は高潮警報若しくは暴風警報が発表され

た場合において、大規模な被害の発生が予想され、又は発生したとき。 

２ 東京消防庁管下に大雨特別警報、高潮特別警報又は暴風特別警報が発表さ

れたとき。 

３ 気象状況その他の事象により、大規模な被害の発生が予想され、又は発生し 

たとき。 

１/２ 

参集 

水防第四

非常配備

態勢 

１ 東京消防庁管下全域に大雨特別警報又は暴風特別警報が発表されたとき。 

２ 気象状況その他の事象により、甚大な被害の発生が予想され、又は発生した 

とき。 

全団員 

参集 

根拠法令（消防組織法第１８条第３項） 

 消防団は、消防署長の管轄の下に行動するものとし、消防署長の命令

があるときは、その区域外において行動することができる。 

災害活動に関する規定 

第１条 この規定は、特別区消防団の災害に対する活動の基準その他 

必要な事項を定めることにより、特別区内の消防署長が消防団 

長を通じて、団の活動能力を十分に発揮させることを目的とす 

る。 

災害活動の基準（災害活動の基本及び水災時の原則） 

第１条 災害活動は、署隊本部又は指揮本部の下指揮系統の一元化を 

図り、団の保有する装備資器材を十分に活用し、消防署隊との 

連携による人命救助活動及び被害の軽減を図ることを基本とす 

る。 

 第１７条 ⑴ 署隊本部のもと団本部を設置する。 

      ⑵ 参集した団員を災害状況に応じ必要な任務班に編成す 

る。 
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 避難誘導班 監視警戒班 

水防工法班 支援班 

情報収集班 消火班 

凡例 ■参集団員 ■待機団員 

消防団の現場活動の根拠 

状況に応じて編成 

資料２－２ 

 



  
審議日程表（案）  

開 催 回 等  審 議 内 容 等  
第１回 
令和２年１０月６日（火） １ 前回の答申内容の概要説明 

２ 今回の諮問及び趣旨の説明 
３ 審議の検討事項の説明 
４ 今後の審議日程（予定） 

第２回 
令和３年２月中 １ 答申書（案）骨子の説明 

２ 答申書（案）骨子内容の検討 
文書審議 
令和３年４月中 １ 答申書（案）の検討（文書郵便または配送） 

２ 各委員の意見等の取りまとめ（文書化） 
第３回 
令和３年５月中 １ 答申書（案）の最終審議 

２ 答申書の決定   
資 料 ３ 


